
一般社団法人日本運動器科学会 運動器リハビリテーションセラピスト研修認定制度施行 

細則２（研修認定資格継続規定） 
 
（目的）   

第１条 この細則は、一般社団法人 日本運動器科学会セラピスト研修認定規則（以下「規則」）に

基づき、運動器リハビリテーション研修認定資格の継続に関し、必要な事項を定める。   
  
（委員会）   

第２条 研修認定の資格継続の審査ならびにセラピスト研修会の認定等はセラピスト研修委員会

が行う。  
   
（審査料等）   

第３条 更新の審査料は 1,500 円、登録料は 1,500 円、名簿管理費（5 年分）10,000 円、制度維

持費 3,000 円（5 年分）とし、原則として返却しない。  
  
（資格継続の要件等）  

 第４条 研修認定資格の継続の審査は資格取得後 5 年ごとに行う。 

資格継続の審査の申請には、次の各号により、5 年ごとに 12 単位以上を取得することを

要する。   

（1） 資格継続研修会受講  

  1 時間を 1 単位とする。  

 但し 1 日 4 単位を限度とする。   

 （2） 症例報告別に定める症例報告書あるいはオンライン書式に記載したもの。（オンラインを

推奨）申請には 2 単位を必須とし、合計 4 単位を限度とする。 

 バーセルインデックスとロコモ 25 の評価点の記載を必須とする。  

 症例報告書には規則第 ４ 条（1）の専門医の署名を要する。   

 （3） 一般社団法人 日本運動器科学会学術集会への参加   

 1 回の学術集会につき、2 単位を取得できる。  

 申請には 4 単位を限度とする。  

 （4） 実技研修（学会配布の DVD）2 単位の取得とロコモ 25 の記載を必須とする。  

 ２ 取得単位の有効期限は 5 年間とする。  
  
（資格継続審査申請の要件等）   

第５条 申請者は研修認定資格継続申請書に審査料を添えてセラピスト研修委員会に提出する。

なお申請者は規則第４条（1）にある常勤指導医とする。  

 ２ 申請申し込みは第４条に定める要件を満たした時点以降の定められた期間に行うものと

し、資格継続期間は、当該の認定期間終了時点から、5 年間とする。  

 ３ 疾病、不慮の事故、長期海外出張（留学を含む） など、やむを得ない事情により継続審

査の申請ができない場合は、理事長に継続審査の猶予を申請することができる。 

 猶予の申請は、継続審査の時期とし、必要に応じて 1 年毎に申請する。申請に際しては、

次の各号に定める書類を理事長に提出する。  

 （1） 猶予申請書  

 （2） 診断書または長期海外出張(留学など)を証明する書類など。  
 
（資格継続の審査等）   

第６条 セラピスト研修委員会が更新の適否を審査し、理事長が認定する。  



 １ 資格継続が適切であると認定され、登録料ならびに名簿等管理料を納めた者には、セラ

ピスト研修認定資格継続証を交付する。  

 ２ 理事長は理事会の議を経て、所属する医療機関名及び氏名を学会の研修修了認定者名簿

に記載する。  

 ３ 資格継続の審査は毎年 1 回行う。  
  
（資格継続の為の研修会主催者 ）   

第 7 条 資格継続の為の研修会の主催者は以下とする。  

 （1） 一般社団法人 日本運動器科学会  

 （2） セラピスト研修委員会が認定する団体（都道府県の臨床整形外科医会など）  
  
（資格継続の為の研修会の認定 ）   

第 8 条 資格継続の為の研修会の認定はセラピスト研修委員会が行う。  

 １ 資格継続の為の研修会主催者は開催日の３ヵ月前までに、所定の申請用紙に記載しセラ

ピスト研修委員会に申請し、認定を受ける。  
   
（経過措置）   

第 9 条 第４条に定める 1 日の研修単位の限度は平成２２年１１月３０日までの１日６単位とす

る。  
  
（補則） 

第 10 条 この細則の改正は、セラピスト研修委員会で審議し、理事会の議決を必要とする。  
   
附則１ この細則は平成 19 年 12 月 1 日から施行する。  

附則２ 平成 19 年 5 月 24 日改定  

附則３ 平成 21 年 5 月 16 日 第４条、第６条改定細則  

 この細則は平成 21 年 6 月 1 日から施行し、適用する。  

附則４ 平成 21 年 11 月 26 日 第５条、第９条改定細則 

  この細則は平成 21 年 11 月 27 日から施行し、適用する。  

附則５ 平成 22 年 5 月 28 日 第５条改定細則 

 この細則は平成 22 年 5 月 28 日から施行し、適用する。  

附則６ 平成 23 年 4 月 1 日学会の名称改定  

  この細則は平成 23 年 4 月 1 日から施行し、適用する。  

附則７ 平成 24 年 7 月 6 日 第３条改定  

 この細則は平成 24 年 7 月 6 日から施行し、適用する。  

附則８ 平成 26 年 7 月 5 日学会の名称改定      

  この細則は平成 26 年 7 月 5 日から施行し、適用する。  

附則９ 平成 26 年 11 月 20 日 第４条改訂 症例報告 2 単位の必須化  

 この細則は平成 28 年 5 月 1 日から施行し、適用する。  

附則 10 令和元年 7 月 5 日 第４条、第５条改訂 

 この細則は令和元年 7 月 5 日から施行し、適用する 

附則 11 令和 3 年 3 月 3 日 第３条改定  

 この細則は令和 3 年 3 月 3 日から施行し、適用する。 

  


